
木造住宅耐震化建替支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 知事は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、民間木

造住宅の建替え費の助成を行う市町村に対し、予算の範囲内において補助金を交付するこ

ととし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。

以下「規則」という。）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 既存木造住宅 

次の全てに該当するものをいう。 

(1) 昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅 

(2) 木造在来工法で建築された住宅 

(3) ２階建て以下の住宅 

(4) 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅（借家を除く。） 

二 木造住宅耐震診断 

次のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断 

(2) (財)日本建築防災協会（以下「協会」という。）発行の「木造住宅の耐震診断と補

強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診

断と補強方法」による精密診断 

三 総合評点 

木造住宅耐震診断の総合評点をいう。 

四 建替え 

既存木造住宅を除却し、新たに同じ市町村内に住宅を建築することをいう。 

五 高齢者等世帯 

 次のいずれかに該当するものをいう。 

(1) ６５才以上の者のみで構成される世帯 

(2) 肢体不自由による身体障害者手帳１・２級又は療育手帳Ａの所持者が同居する世帯 

六 一般世帯 

高齢者等世帯以外の世帯をいう。 

七 県が指定する地域 

東海地震による想定震度が６強以上の地域を含む別表１に示す市町村 

 

 

 



（補助対象経費及び補助率） 

第３条  補助の対象は、木造住宅耐震診断の総合評点が０．７未満と診断された既存木造住

宅において、建替え費に対し市町村が助成する経費とする。ただし、県が指定する地域内

における補助の対象は、木造住宅耐震診断の総合評点が１．０未満と診断された既存木造

住宅の建替え費に対し市町村が助成する経費とする。 

 

２ 補助金の額は、建替え工事により除却する既存木造住宅を耐震改修工事した場合に要す

る費用の４分の１又は市町村が当該工事費に対し助成する額の２分の１のいずれか低い額

とし、３００千円を限度とする。ただし、高齢者等世帯又は県が指定する地域内の一般世

帯が実施する補助金の額は、耐震改修工事をした場合に要する費用の３分の１又は市町村

が当該工事費に対し助成する額の２分の１のいずれか低い額とし、４００千円を限度とす

る。 

３ 建替え後の住宅の構造は、任意とする。 

４ 前項により計算した１棟ごとの補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 

 

（事業の実施期間） 

第４条 当該事業の実施期間は、平成２４年３月３１日までとする。 

 

（実施予定事業量の提出） 

第５条 市町村長は、事業の実施期間内に木造住宅耐震化建替支援事業を実施する者の数を

把握し、木造住宅耐震化建替支援事業実施予定事業量の報告書（様式第１）を知事に提出

しなければならない。 

 

（交付の申請） 

第６条  市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、事業者への市町村長の交付決

定の前に、木造住宅耐震化建替支援事業費補助金交付申請書（様式第２）を知事に提出し

なければならない。 

 

（交付の決定） 

第７条 知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき

補助金の額を決定するとともに、木造住宅耐震化建替支援事業費補助金交付決定通知書（様

式第３）により、市町村長に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第８条  知事は、補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、速やかに知事に申請してその承認を受

けること。 



ア 補助事業の内容の変更(補助金交付決定額に変更のない場合を除く。)をしようとす

るとき。 

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

(2) 補助事業を予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難に

なった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

（事業内容の変更） 

第９条  市町村長は、補助金の変更が生じる場合に前条(1)アの規定により承認を受けようと

するときは、木造住宅耐震化建替支援事業費補助金変更交付申請書（様式第４）を知事に

提出しなければならない。 

２ 知事は、前項に規定する変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の必要

があると認めた場合には、木造住宅耐震化建替支援事業費補助金変更交付決定通知書（様

式第５）により、市町村長に通知するものとする。 

３ 市町村長は、前条(1)イの規定により、承認を受けようとするときは、木造住宅耐震化建

替支援事業の中止（廃止）承認申請書（様式第６）を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は前項の規定による事業の中止（廃止）承認申請書を受理したときは、その内容を

審査し、支障がないと認めた場合は、木造住宅耐震化建替支援事業の中止（廃止）承認通

知書（様式第７）により市町村長に通知するものとする。 

５ 市町村長は前条(2)の規定により指示を受けようとするときは、木造住宅耐震化建替支援

事業の未完了報告書（様式第８）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条第１項に規定する実績報告は、木造住宅耐震化建替支援事業費補助

金実績報告書（様式第９）により、事業が完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起

算して１箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の４月１０日のいず

れか早い期日までに、知事に提出しなければならない。 

 

（額の確定） 

第１１条 知事は、前条の規定による報告書を受理したときは、その内容の審査、検査等を

行い、報告書に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合

すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震化建替支援事業費補

助金の額の確定通知書（様式第１０）により市町村長に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 補助金は、前条の規定による額の確定後、交付するものとする。 

 

（検査等） 

第１３条 知事は、市町村長に対し補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査



することができる。 

 

（書類の保管） 

第１４条 市町村は、この事業に関する書類を整理し、事業完了後５年間保存するものとす

る。 

 

（実施細則） 

第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定めるものとする。 

 

（附則） 

１ この要綱は、平成２１年 ９月 １日から施行する。 

２ この要綱は、平成２２年 ３月 ８日から施行する。 

 

別表１ 

市町村名 

甲府市、富士吉田市、南アルプス市、笛吹市、中央市、市川三郷町、富士川町、早

川町、身延町、南部町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 

 


